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１．概要 

 本資料は，「実用発電用原子炉の設置，運転等に関する規則」第82条第１項の規定に

基づき実施した，冷温停止状態が維持されることを前提とした高経年化技術評価のうち，

耐震安全性評価の評価結果について，補足説明するものである。 

なお，高経年化対策に関する各機器・構造物の技術評価（以下「技術評価」という。）

については高経年化技術評価書に取りまとめている。 

高経年化技術評価における耐震安全性評価とは，耐震安全性に影響する可能性がある

経年劣化事象について，評価対象機器の経年劣化を加味して耐震重要度分類に応じた地

震力を用いた評価を行い，評価対象機器の機能維持に対する経年劣化事象の影響を評価

することをいう。 

 

２．基本方針 

各機器・構造物の材質，環境条件等を考慮し，発生し得る経年劣化事象に対して「技

術評価」を行った結果，保全対策を講じることによっても管理ができないという経年劣

化事象は抽出されていない。 

したがって，耐震性を考慮した場合にも，耐震性に影響を与える経年劣化事象を保全

対策により適切に管理することで，耐震安全性の確保が可能であると考えられる。 

しかしながら，高経年プラントの耐震性については，上記経年劣化事象の管理の観点

からも，技術的評価を実施して安全性を確認しておく必要があると考えられることから，

高経年化技術評価において耐震安全性の評価を実施するものである。 

耐震安全性評価の基本方針は，評価対象機器について発生し得る経年劣化事象に対し

て実施した「技術評価」に耐震性を考慮した技術的評価を実施して，運転開始後 60年時

点までの期間において「実用発電用原子炉施設における高経年化対策審査ガイド」及び

「実用発電用原子炉施設における高経年化対策実施ガイド」に定める要求事項に適合す

ることを確認することである。耐震安全性評価についての要求事項を表１に整理する。 
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表１（１/２） 耐震安全性評価についての要求事項 

ガイド 要求事項 

実用発電用原子炉施設におけ

る高経年化対策審査ガイド 

３．高経年化技術評価等の審査の視点・着眼点 

(1)高経年化技術評価の審査 

⑥動的機器（部位）の抽出 

動的機器（部位）を評価対象外としている場合，発電用原子炉設

置者の保守管理活動において，材料等の経年劣化の影響から生じる

性能低下の状況が的確に把握され，高経年化技術評価の開始時期以

降もこれらが適切に行われることを保証しているかを，保守管理要

領等の文書及び保守管理実績等により審査する。 

⑱-1 耐震安全性評価の対象となる経年劣化事象の抽出 

経年劣化の進展評価結果に基づき，耐震安全性評価の対象となる

経年劣化事象を抽出していることを審査する。 

⑲-1 耐震安全上着目すべき経年劣化事象の抽出 

耐震安全上着目すべき経年劣化事象を抽出していることを審査す

る。 

⑳-1 耐震安全性の評価 

実施ガイド3.1⑤に規定する期間の満了日までの期間について，経

年劣化事象の発生又は進展に伴う機器・構造物の耐震安全性を評価

しているかを審査する。 

㉑-1 耐震安全上の現状保全の評価 

耐震安全性に対する現状の保全策の妥当性を評価しているかを審

査する。 

㉒-1 耐震安全上の追加保全策の策定 

想定した経年劣化事象に対し，耐震安全性が確保されない場合に，

現状保全に追加する必要のある新たな保全策を適切に策定している

かを審査する。 

 

(2)長期保守管理方針の審査 

①長期保守管理方針の策定 

すべての追加保全策について長期保守管理方針として策定されて

いるかを審査する。 
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表１（２/２） 耐震安全性評価についての要求事項 

ガイド 要求事項 

実用発電用原子炉施設におけ

る高経年化対策実施ガイド 

3.1 高経年化技術評価の実施及び見直し 

⑥耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象については，経年劣化

を加味した機器・構造物の耐震安全性評価を行い，必要に応じ追加

保全策を抽出すること。 

実用炉規則第82条第１項から第３項までの規定による高経年化技

術評価に係る耐震安全性評価は，規制基準（当該評価を行う時点後

の直近の運転開始以後30年，40年又は50年を経過する日において適

用されているものに限る。）の要求を満たすことが確認された確定

した基準地震動及び弾性設計用地震動を用いた評価を行うこと。当

該高経年化技術評価後に，当該評価に用いた基準地震動及び弾性設

計用地震動が見直された場合には，高経年化技術評価を速やかに見

直すこと。 

⑥を行うに当たっては，PLM基準 2008版の 6.3.4耐震安全性評価

を用いることができる。 

 

3.2 長期保守管理方針の策定及び変更 

長期保守管理方針の策定及び変更に当たっては，以下の要求事項を

満たすこと。 

①高経年化技術評価の結果抽出されたすべての追加保全策（発電用原

子炉の運転を断続的に行うことを前提として抽出されたもの及び冷

温停止状態が維持されることを前提として抽出されたもののすべ

て。）について，発電用原子炉ごとに，保守管理の項目及び当該項

目ごとの実施時期を規定した長期保守管理方針を策定すること。 

なお，高経年化技術評価の結果抽出された追加保全策について，

発電用原子炉の運転を断続的に行うことを前提とした評価から抽出

されたものと冷温停止状態が維持されることを前提とした評価から

抽出されたものの間で，その対象の経年劣化事象及び機器・構造物

の部位が重複するものについては，双方の追加保全策を踏まえた保

守的な長期保守管理方針を策定すること。 

ただし，冷温停止が維持されることを前提とした高経年化技術評

価のみを行う場合はその限りでない。 

 

 

 


